
※支給日が土日祝日の場合、直近の平日

②　請求者の加入医療保険が分かるもの
　　（資格確認証等）

④　転出連絡票（転入してきた方のみ）

備前市役所
こどもまんなか課

℡：(0869-64-1853)

担当課

・他市町村より転入してきた時
・離婚し児童を養育することになった時　等

・備前市役所こどもまんなか課

・日生総合支所

・吉永総合支所

①　個人番号カード等

離婚を前提に別居して

いる時などに、離婚協

議中であることがわか

る書類を添えて申請さ

れると、手当を受給で

きる場合があります。

対象児童が寮に入った
時など、受給者と児童
の住民票が異なる場合
には別に手続きが必要
となります。

15日特例 ＜出生・転入の時＞

    原則、支給開始は申請の翌月分手当より

Ⅵ．母子及び父子並びに
　　寡婦福祉資金貸付制度

○ ○

【手続きに必要なもの】

◆支給額 児童１人当たりの手当月額

　　　主な支援制度

制度名 概　　要 申　　請　　方　　法　　等

Ⅰ
　
　
児
　
　
童
　
　
手
　
　
当

◇児童手当とは？ ◆新規申請
高校卒業（18歳の誕生日後の最初の3
月31日）までの児童を養育している人
に支給される手当。

15,000 円

③　請求者名義の通帳
10,000 円

内第３子以降　 30,000 円

6月 4月～5月分

8月 6月～7月分

10月

Ⅴ．自立支援教育訓練給付金 ○ ○

Ⅱ．児童扶養手当 ○ ○ ○

Ⅲ．ひとり親家庭等医療費
　　　　公費負担制度

○ ○ ○

Ⅳ．高等職業訓練促進給付金 ○ ○

○

ひ と り 親 家 庭 の し お り

　　　　 ひとり親家庭の方々への主な支援制度について説明しております。

　　　 　詳しくは各制度の担当課にお問い合わせください。

項　目
対象者

母子家庭 父子家庭 養育者 寡婦

○Ⅰ．児童手当 ○

・三石総合支所

○

そ　の　他

◇申請窓口

◆同居優先

◇別居監護

内第３子以降　 30,000 円
  ３歳未満

  ３歳以上
高校修了前

◇支給月 原則支給月の１０日※に口座振込

支給月 支給対象月 支払通知

2月

12月

12月～1月分

通知を送付しないた
め、通帳記帳にて確認
してください。

10月～11月分

出生・転入が月末で、申請が翌月に
なってしまった場合に出生日・転入日
の翌日より15日以内に申請されていれ
ば、出生・転入の翌月分手当より手当
が支給されます。

8月～9月分

◇消滅届
離婚された際に、配偶者であった人が児童手当を受給

していた場合には、消滅届を配偶者であった人に提出

してもらってください。

先に新規申請を提出されていても、消滅が済むまでは

認定が出来ません。

4月 2月～3月分

他制度と連動して手続

きが必要な場合が多い

ので、出来る限り市役

所こどもまんなか課で

手続きをお願いします。

手続きの際は個人番号

カード等マイナンバーが

分かるもの、本人確認書

類を持参ください！
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全部支給 or 一部支給の額を基礎に、児童の人

数によってその金額に加算した合計額が支給

されます。

所得額が制限限度額以上の時など場合によっ

ては支給停止となり手当は支給されません。

請求者の所得を限度額と比較し手当額が決
まります。その上で同居親族の所得が超過
した場合は手当が全額支給されません。

扶養人数

３　人 183

③　請求者名義の通帳

②　請求者・児童の加入医療保険が分かるもの

　　 (資格確認証等）

①　個人番号カード等

【手続きに必要なもの】 ※基本的なもの

◆養育費について

◇支給月

1月

３月

・児童を監護しなくなった時　等

市内の転居や、受給者や児童の状況が変わった場合に

は届出が必要になります。

詳しくはこどもまんなか課にお問い合わせください。

◇住所変更・氏名変更等　諸届

必要書類等の案内を８月に送付しますので、こ

どもまんなか課に来庁して手続きをお願いしま

す。郵送では受付できません。

２年間現況届の提出がなかった場合、時効によ

り資格が消滅します。 9月

5月

【添付書類】・加入医療保険が分かるもの（資格確認証等）

・雇用証明書

・ハローワーク等の求職証明　等

◇扶養義務者について
父母等と同居している

場合には、住民票上世

帯が別（世帯分離）に

なっていても、扶養義

務者として所得を確認

させていただきます。

※提出が遅れると提出があるまでの間、手当額が
　半額になってしまいます。

Ⅱ
　
　
児
　
　
童
　
　
扶
　
　
養
　
　
手
　
　
当

◇児童扶養手当とは？ ◆新規認定請求 ◇相談窓口
母子手当・父子手当と呼ばれている制
度。 父又は母と生計を同じくしていな
い児童を養育している家庭の、生活の
安定と自立の促進に役立てるため手当
を支給します。

総合支所では申請を
受け付けることがで

きません。

◆対象者

 ① 父母が婚姻を解消した子 ◆事実婚について

 ② 父又は母が死亡した子 ひとり親家庭は、書類
上だけではなく現状の
実態を踏まえて認定し
ます。
そのため離婚届は提出
したが、同居してい
る、生活費を受け取っ
ている等という状態
（事実婚）では申請を
受け付けられません。

 ③ 父又は母が重度の障害にある子

 ④ 父又は母の生死が明らかでない子

 ⑤ 父又は母に１年以上遺棄されている子

 ⑥ 父又は母がDV保護命令を受けた子

 ⑦ 父又は母が１年以上拘禁されている子

 ⑧ 母が未婚で出産した子

上記に該当する子ども(1８歳の誕生日
後の最初の３月３１日までの間の児童
又２０歳未満で政令に定める程度の障
害のある者)を

11月

7月

　　・監護している母

養育費をもらわれてい

る場合、前年（前々

年）の養育費の合計金

額の８０％を所得と見

なします。

所得制限の判定の際

に、前年（前々年）所

得に加算した上で審査

させていただきます。

制度名 概　　要 申　　請　　方　　法　　等 そ　の　他

 ※原則支給月の11日に
 　口座振込
 ※支給日が土・日・祝日の
 　場合、直近の平日振込
 ※支給開始は申請の翌月分
 　の手当から

支給月 支給対象月

3月・4月分

5月・6月分

7月・8月分

9月・10月分

11月・12月分

1月・2月分

その他に、養育事実の証明等、申請理由によっては
民生委員の証明が必要な場合もあります。

　　・父母に代わって養育している養育者

　　・監護し、生計を同じくする父

◇支給額（月額）

一部支給 ４６，６８０～１１，０１０円

２子以降加算 １１，０２０～５，５２０円

支給停止 ０  円

一部支給停止適用除外事由届
基本的に児童扶養手当を受給し始めて５年（場合に

よっては７年）経過している人については、手当額が

一部支給停止（半額）となる制度になっています。

しかし、一部支給停止適用除外事由届を現況届と併せ

て提出することで適用除外になる（半額にならない）

ため必要書類を添えて提出してください。

◇現況届

⑥　借家の契約書

◆資格喪失届

全部支給 ４６，６９０円

２子以降加算 １１，０３０円

全部支給の場合

一部支給の場合

・婚姻した場合
（婚姻届を提出していなくても、
　異性と同居する等、
　事実婚状態の場合も含む）

（

万
円
）

◆所得制限

　　　  離婚している場合は
　　  　離婚日の記載があるもの

⑤　請求者と対象児童の戸籍謄本　　　　

④　請求者の年金手帳

本人 扶養義務者の
所得制限限度

額
全部支給
の限度

一部支給
の限度

２　人 145 284 312

１　人 107 246 274

児童扶養手当を受給している方が対象とな
る可能性がある制度が3・4ページに載って
いますのでご覧ください。

322 350

0　人 69 208 236

申請される人の状況によっては、申請に必

要な書類がかわったり、申請されても手当

が支給されない場合などがあるので、前

もってこどもまんなか課に相談してくださ

い。

こどもまんなか課

毎年８月に更新！

原則、交付から

一ヶ月以内のもの
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②児童扶養手当の支給を受けている
　または同様の所得水準

①20歳未満の児童を扶養している
　ひとり親家庭の父又は母

看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士

歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師 等

対象
資格

<修了支援給付金>

◇所得区分

低所得Ⅰ
全ての世帯員が市民税所得割がな

く、合計所得がない世帯の人

生計中心者の課税所得が145万未満
で市民税所得割がある世帯の人

低所得Ⅱ

一般

全ての世帯員が市民税所得割がな
く、合計所得がある世帯の人

市内のひとり親家庭等の父又は母が経済的
自立に役立つ資格取得のために、6か月以
上養成機関等で修業する際に、修業期間４
年を限度に高等職業訓練促進給付金を支給
します。

③養成機関において6か月以上修業し、
　下記の対象資格の取得が見込まれること

市民税の課税の有無で変わります。

一定以上
所得者

４４，４００円 ８０，１００円+１％ ※

➁口座のわかるもの (通帳等)

➅児童扶養手当証書の写しまたは
　所得証明書（備前市で所得が確認できない場合）

➆納税証明書又は非課税証明書(非課税世帯の方のみ)

◆修了支援給付金

【必要書類】

④所得証明書（備前市で所得が確認できない場合）

③母又は父及び児童の戸籍謄本

➁口座のわかるもの(通帳等)

申請された日から支給対象になります。

修業を開始した月以降に申請してください。

⑤養成機関の修了証明書

➅納税証明書又は非課税証明書(非課税世帯の方のみ)

◇事前相談

【必要書類】 左記の必要書類以外
にも提出を求める事
があります。予め申
請される前にこども
まんなか課にご相談
ください。③母又は父及び児童の戸籍謄本

そ　の　他

加入保険が変わる時だけではなく、加入医療保険の記
号番号が変わった時にも手続きが必要となります。

特に加入医療保険の変更にご注意ください！

加入医療保険が分かるもの（資格確認証等）・受給資
格者証を持参して手続きしてください。

　・所得や世帯員が変更した時    等

　・市内で転居した時　

◇資格変更届

①請求者と同じ医療保険に加入している人全員の
　加入医療保険が分かるもの (資格確認書等)

②請求者名義の口座のわかるもの (通帳等)

③所得のわかるもの (備前市で所得等が確認できない場合)

④在学証明書 (児童が高校に在学している場合)

高等職業訓練促進給付

金を受給している対象

者について、年度の前

期終業頃に単位修得状

況を確認させていただ

きます。

総合支所では申請を
受け付けることがで

きません。

窓口負担＝１割

◇修業状況の確認

◆修学確認＆請求書
毎月１０日までに養成

機関の証明をもらった

上で修学確認書を提出

してください。
その際に併せて先月分
の給付金の請求書も提
出してください。

必要書類を持参し手続きしてください。

前年の所得に応じて改めて所得区分を判定し、

新しい資格証をお送りいたします。

【手続きに必要なもの】

①個人番号のわかるもの (マイナンバーカード等)

①岡山県外の病院等

<促進給付金>

５０，０００円 ２５，０００円

Ⅳ
　
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

◆高等職業訓練促進給付金とは？ ◇促進給付金申請

◇支給対象者
④入学在籍証明書

◆支給額

⑤過去に同制度の支給をうけたことがない

<促進給付金>

１００，０００円/月 ７０，５００円/月

訓練終了後３０日以内に申請してください。

①個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)

<修了支援給付金>

非課税世帯 課税世帯

以下の条件全てに該当する人

④仕事または育児と修業の両立が厳しい

制度名 概　　要 申　　請　　方　　法　　等

Ⅲ
　
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
公
費
負
担
制
度

◇ひとり親家庭等医療費公費負担とは？ ◆受給資格証交付申請

【手続きに必要なもの】

低所得Ⅰ １，０００円 ６，０００円

②所得・市民税がわかるもの
（１月１日に備前市に住所がなかった人）

① 請求者と同じ医療保険に加入している人全員の
　加入医療保険が分かるもの (資格確認書等)

※医療費総額が８０，１００を超えた場合
８０，１００円+( 医療費総額-８０，１００円 )×１％

複数の医療機関を受診して、支払った負担
金の合計が上記の額を超えた場合、診療の
月から概ね３，４ヶ月後に償還給付されま
す。

受給者と生計を一にしており、同じ医
療保険に加入している人の所得に応じ
て所得区分が決まります。

一定以上所得者
生計中心者の課税所得が
145万以上の世帯の人

一般

低所得Ⅱ ２，０００円 １２，０００円

１８歳未満の児童を養育しているひとり親
家庭で、親と子が全て所得税非課税の人を
対象に、１割負担で医療を受けられる制度
です。

所得に応じて月額負担の上限が定めら
れています。

所得区分

マイナ保険証や資格
確認書等と一緒に資
格証を病院等の窓口
に掲示して、受診し
てください。

◇相談窓口

◆受診の方法

①岡山県内の病院等

◆受給資格証更新申請書

窓口負担＝３割

資格証は県外では利
用できない為、一旦
窓口で３割支払った
後、領収書を添えて
申請してください。
２割について償還給
付します。（※5年
以内に申請を！）

◇もしもの場合
交通事故など、第三者の行為
によって生じた病気や怪我で
受給資格者証を使用し受診し
た場合は、速やかにその旨を
お伝えください。

⑤養成機関のパンフレット等

③ 在学証明書
 (児童が高校に在学している場合)

　・加入医療保険が変わった時

　・氏名が変更になった時

申請されたその日から資格対象となるため
お早めに手続きをお願いします。

➄ひとり親家庭等であることを証明する書類 (戸籍謄本等)外来のみ 外来と入院

１２，０００円 ４４，４００円

◆一部負担金の月額上限額

毎年６月に更新！

こども家庭課こどもまんなか課
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◆支給申請（修了確認）

◇事前相談（指定申請）

受講修了後30日以内
に支給の申請をして
ください。

②母又は父及び児童の戸籍謄本

受講費用に対して６割（上限20万円）
※ 受講費用が１万2千円を超えない場合は対象外

◆支給額

①20歳未満の児童を扶養している
　ひとり親家庭の父又は母

②自立に向けた支援を受けている人

③対象講座を受給することが適職に就くために
　必要であると認められること

④過去に同制度の支給をうけたことがない

◇受講対象講座指定申請

　【必要書類】

受講対象講座指定申請①②の書類

③口座のわかるもの(通帳等)

④講座の修了証明書

⑤領収書（教育訓練経費）

⑥受講対象講座指定通知書

◆自立支援教育訓練給付金とは？

【必要書類】 対象の講座かどうか事
前にご相談ください。
受講開始日までに申請
書を提出してくださ
い。③受講講座のパンフレット等

◇支給対象者
④自立に向けた支援を受けてることを証する書類

◆貸付対象者

・２０歳未満の児童を扶養している
　　　　　　　ひとり親家庭の父又は母

そ　の　他

以下の条件全てに該当する人

母子・父子自立支援員

JR通勤定期乗車券
の割引

児童扶養手当を受給している人及びその世帯員が、ＪＲ
の通勤定期乗車券を購入する場合、証明書を提出すると
３割引で購入できます。※通勤のみ。児童扶養手当が全
額支給停止の人は対象外

　　　困った時の相談窓口

備前市役所
こどもまんなか課

℡：(0869-64-1853)

岡山県ひとり親家庭
支援センター

　　　その他、利用できる可能性のある制度

項　目 概　要

就学援助

経済的な理由により、児童生徒が小・中学校で学ぶ際に
必要な経費について困っており、援助を希望する保護者
の人に対し、経費の一部を援助する制度です。例）学用
品費、学校給食費　など

　
　
　
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
制
度

Ⅵ
　
母
子
及
び
父
子
並
び
に

◇福祉資金貸付制度とは？ ◆申請の流れ

母子家庭・父子家庭や寡婦の人に、そ
の経済的自立や児童の福祉を図るため
に、修学資金や就学支度資金などの各
種資金の貸付けを行います。
貸付期間、据置期間を経た後、償還し
ていただきます。

・修学に必要な資金

・学校への入学に際し必要な資金

・知識技能を取得するのに必要な資金

Ⅴ
 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

◇貸付金の種類 　　県内に居住している者

また、申請されてすぐに貸付されるわけではなく、
貸付（振込）までに約１、２か月かかります。

その他様々な貸付資金があります。

◆連帯保証人

・ひとり親家庭の父又は
　　　　　　母が扶養している児童

申請に際し、下記条件
の連帯保証人が必要に
なります。

必ず事前に相談してください。
◇違約金

申請されても却下になってしまう場合があります。
償還期限までに入金が
されなかった場合、延
滞元利金額について年
３％の違約金が発生し
ますのでご注意くださ
い。

・配偶者のない女子であって、
　　　　かつて母子家庭の母であった者

制度名 概　　要 申　　請　　方　　法　　等

市内のひとり親家庭等の父又は母が経済的
自立に役立つ資格取得のために、市が指定
した教育訓練講座を受講し、修了した場合
にその経費の一部を支給します。

令和７年１２月１日発行

岡山市中区古京町一丁目1-17
岡山県備前県民局古京庁舎3F

℡：(086-201-7260)

備前市役所
こどもまんなか課

℡：(0869-64-1853)

備前市教育委員会
教育総務課

℡：(0869-64-1802)

担当課

　　弁済能力を有し、真に誠
　　意ある者であること

①個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)

◇実施機関

申請等の受付窓口は
こどもまんなか課に

なります。

◆訓練給付金支給申請

岡 山 県こども家庭課に事前相談

岡山県の担当者を交え、面接

申請書の提出

審査会

貸付決定 or 却下

岡 山 県こどもまんなか課に事前相談

岡山県の担当者を交え、面接

申請書の提出

審査会

貸付決定 or 却下
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